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新たな大都市制度の検討について 

１ これまでの経過 

時期 
本市の取組 

参考：国等の動向 
当局 市会 

21 年 1 月 

 

 

2 月 

 

 

 

 

○横浜市大都市制度検討委員会

「新たな大都市制度創設の提案

（最終報告）」 

○横浜・大阪・名古屋３市による

大都市制度構想研究会 

「日本を牽引する大都市－『都市

州』創設による構造改革構想－」

を提言 

  

21 年 9 月 

 

22 年 1 月 

 

5 月 

○「新たな大都市制度創設の基本的

考え方」第１次素案を市会へ説明 

○「新たな大都市制度創設の基本的

考え方」修正素案を市会へ説明 

○「新たな大都市制度創設の基本

的考え方」《基本的方向性》を公表

○特別委員会（第１次素案の検

討） 

○特別委員会（修正素案の検

討） 

○特別委員会（最終委員会・報

告書確定） 

○地方行財政検討会議設

置（22年１月） 

 

 

○指定都市市長会「特別

自治市」構想発表（５月）

22 年７月 

 

10 月 

 

 

23 年 2 月 

3 月 

 

 

○新たな大都市制度における広域

連携･財政調整に関する研究会設置

 

 

○新たな大都市制度における広域

連携・財政調整のあり方論点整理 

○特別委員会（検討テーマの選

定） 

 

 

 

○特別委員会（最終委員会・報

告書確定） 

○地域主権戦略大綱（６

月） 

○川崎市が新たな大都

市制度のあり方等につ

いて方針を策定（10 月）

○「地方自治法抜本改正

についての考え方」策定

（23年 1月） 

23 年 7 月 

 

8 月 

○川崎市と大都市制度共同研究に

ついて合意 

○横浜市大都市自治研究会設置 

 ○地域主権推進一括法第

１次成立・第2次提出（４

月） 

 

２ 大都市制度（特別自治市）共同研究会について 

 (1) 経過 

   ○ ７月 26 日、林市長と阿部川崎市長の会談で、両市で大都市制度に関する共同

研究を開始し、首都圏など他の指定都市にも呼びかけることで合意 

   ○ ９月７日、首都圏の指定都市（横浜･川崎･千葉・さいたま・相模原）及び   

京都･神戸の７市の大都市制度所管課長による準備会を開催 

 (2) 共同研究の主な視点 

   ① 特別自治市創設のメリット／② 各市の実情を踏まえた都市内分権のあり方 

   ③ 大都市制度における広域連携のあり方／④ 都構想の課題整理 
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(3) 今後の予定 

   ○ 23年 10月下旬  第1回研究会開催 ７市の大都市制度所管局部長級職員で構成 

市長も必要に応じて参加 

   ○ 23 年 11 月～   研究会を随時開催 

   ○ 24 年３月    中間報告 

 

３ 「横浜市大都市自治研究会」の設置について 

 (1) 当面の検討内容 

    ○ 本市の「新たな大都市制度創設の基本的考え方（平成 22 年５月）」をふまえた

新たな大都市制度創設に向けた基本的姿勢と基本的枠組みの整理・具体化に関す

ること。 

   ○ 地方自治制度の一類型としての「横浜特別自治市構想」大綱策定に関すること。 

  

(2) 委員（50音順・敬称略） 

座長 辻  琢也 一橋大学大学院教授（行政学・地方自治論） 

委員 伊藤 正次 首都大学東京大学院教授（行政学） 

 薄井 一成 一橋大学大学院准教授（行政法） 

 大杉 覚  首都大学東京大学院教授（行政学・都市行政論） 

 高橋 信行 國學院大學准教授（行政法） 

 沼尾 波子 日本大学教授（財政学） 

 

(3) これまでの活動状況及び今後の予定 

開催日 会議 主な内容 

平成23年８月12日 第１回研究会 検討の進め方、課題整理 

平成23年８月26日 第２回研究会 新たな大都市制度創設の必要性 ほか 

   ※ 以後、必要に応じて適宜開催。秋～冬に第１次提言 

  

(4) 研究会での主な意見 

 ア 第１回研究会 

○ 横浜が神奈川県から独立することで、県・県内市町村・国全体にメリット

があることをまず重点的に示すべき。 

○ 国は、「県と市が合意したものを提示してほしい」という姿勢。制度創設に

向けた意思決定の過程を早めに検討すべき。 

○ 制度創設にあたっては、関係する多数の個別法の改正が不可欠。代表的な

事務を取り上げて提言を行っても良い。 

○ 大都市と①県、②行政区、③国、それぞれの役割分担の明確化が必要。 

○ 国と地方の役割分担及び税配分をどう考えるか。 
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イ 第２回研究会 

○ 横浜市特有の事情及び将来の高齢化を考慮し、必要性について掘り下げる

べき。高齢化の進行及び財政需要の増加にどう対応していくのか。大都市制

度の導入によって最悪の事態を回避し、周辺自治体に悪影響を及ぼさないよ

うにするというスタンスが良いのでは。 

○ 国際的に経済の中心圏が変わりつつあるが、将来的な国際競争力に関し、

地政学的観点から横浜の立場をどう考えるかも示すと良い。 

○ 財政論は、権限及び財源について大枠が決まった後で議論すべき。 

○ 横浜市が県と同じ権限・財源も有すると仮定して試算すれば、制度創設に

あたっての課題が見えてくる可能性がある。 

＜参考資料１：第１回研究会会議資料＞ 

＜参考資料２：第２回研究会会議資料＞ 

 

４ 市長の「第 30 次地方制度調査会」臨時委員就任について 

林市長が「第 30 次地方制度調査会」臨時委員に就任しました。 

 

(1) 地方制度調査会の概要 

○ 地方制度調査会設置法に基づき、内閣府に設置 

○ 内閣総理大臣の諮問に応じて地方制度に関する重要事項を調査審議 

   ○ 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことがで

きる。 

(2) 委員任期 

   平成 23 年 8 月から最長２年間 

 (3) 諮問事項 

   ○ 住民の意向を一層地方公共団体の運営に反映できるようにする見地からの議

会のあり方を始めとする住民自治のあり方 

   ○ 我が国の社会経済、地域社会などの変容に対応した大都市制度のあり方 

   ○ 東日本大震災を踏まえた基礎自治体の担うべき役割や行政体制のあり方 

(4) 議論の進め方 

実質的議論は学識者による専門小委員会（委員長：碓井・明治大学教授）で実施

し、総会に報告する。 

 

 

＜参考資料３：第30次地方制度調査会委員名簿＞ 
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